
 

いじめ防止対策 巻北小学校の基本方針 

 

１ いじめ基本方針策定の目的 

いじめは、いつでも、どの子どもにも起こりうる深刻な人権侵害である。「いじめ防

止対策推進法」及び「新潟市いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、巻北小

学校では、子どもたちが互いに認め合い、支え合い、高め合う人間関係を築くことがで

きるようにすることを目指している。 

いじめについては、いじめられた児童が心身の苦痛を感じているかどうかが明確では

ない場合であっても、「心身の苦痛を感じている」との要件が限定して解釈されること

のないように、いじめられた児童に寄り添った視点に立った、迅速かつ丁寧な対応を施

さなければならない。そのために、学校･保護者･地域が互いに信頼関係を構築し、それ

ぞれの役割を自覚して、いじめのない社会の実現に向けて、いじめ防止及びいじめ見逃

しゼロ対策を総合的かつ組織的に推進することを目的とする。 

 

２ 基本理念 

（１） いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であること

を鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内

外を問わず、いじめがなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

(適用範囲) 

（２） いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等

に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、

いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を

深めることを旨として行われなければならない。（児童理解） 

（３） いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護する

ことが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭

その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければ

ならない。（関係者連携） 

 

３ 学校及び学校の教職員の責務 

  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び

早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われ



 

るときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

 

４ 保護者の責務 

（１） 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児

童がいじめを行うことがないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導そ

の他必要な指導を行うよう努めるものとする。 

（２） 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をい

じめから保護するものとする。 

（３） 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめ

の防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 

（４） 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものとし

てはならず、また、第三項の規定は、いじめの防止策に関する学校の設置者及びその

設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。 

 

５ 具体的方策 

（１） いじめを生まない学校風土づくり 

    全教職員は、全児童に積極的にかかわり、児童の一面的な理解にとどまることなく、

多面的な理解に基づき信頼関係を築くものとする。緩やかな教科担任制や担任間の単

元別交換授業を導入することで、全教職員が様々な児童と触れ合うことを通して児童

理解を深め、全職員で児童を育てる。 

（２） いじめ未然防止、早期発見への取組 

   ① いじめ未然防止に向けた教育プログラムを教育課程に位置付け、確実に実施す

ることを通して、児童のいじめ問題に係る問題意識を高め、児童が現実のいじめ

問題に対応できる資質・能力を育む。 

   ② 年３回（６月、１１月、２月）のいじめ防止アンケートを実施し、より児童の目

線に立った実態把握に努める。アンケートの即日チェック、即時教育相談による早

期の実態把握・いじめ対応ミーティングにより、いじめゼロを目指し、きめ細かな

対応を行う。 

   ③ 日常的に児童一人一人の声に耳を傾けるだけでなく、アンケート結果を受け、学

級担任は自学級全児童と教育相談を実施する。教育相談を最優先とし、行事予定表

に教育相談期間を位置付け、全校で行う。 

④ 年４回の「北っ子を語る会」で、全校児童の実態把握を共通に行うものとする。 

   ⑤ いじめと思われる事案を把握した際には、いじめ初期対応ガイドブックを活用



 

した対応を行う。当該学級担任は学年主任と共に迅速に生活指導主任に報告す

る。生活指導主任は概要を教頭に報告する。教頭は関係職員を招集し、「いじめ

対応ミーティング」を開催する。 

その他児童の問題行動を把握した際、当該学級担任は、学年主任、生活指導主 

任に報告することとする。学年主任、生活指導主任は、指導の経緯・方針等を管 

理職へ伝えることとする。 

⑥ いじめを含め児童の問題行動については、「北っ子を語る会」のみならず職員 

終会「児童情報交換」の時間等でも話題にし、全職員で周知・対応する。 

   ⑦ 児童理解及び問題行動等の研修を、年度当初、長期休業（巻西中学校区全職員

研修会も含める）に位置付ける。 

⑧ 道徳や特別活動により、相互理解と折り合いを付ける力による望ましい人間関 

係の育成に努める。 

（３） 児童の「相談窓口」 

    いじめを受けている、もしくはいじめに気付いた児童が、相談できる教職員が必

要である。いじめの相談については、学級担任に相談できない場合もある。このよ

うな場合を想定して、保健室を「相談窓口」として児童・教職員に周知する。養護

教諭は、ここで相談を受けた内容を、当該学級担任、当該学年主任、生活指導主任、

教頭等へ報告をするものとする。 

（４） 地域、関係諸機関との連携 

   ① 学校からの情報発信 

     「良いことも悪いことも保護者に伝えていく」という基本方針に基づき、定期的

な「あったか♪北っ子だより」の発行と保護者懇談会等により、いじめに対する取

組を地域・保護者に伝えていくこととする。 

   ② 民生委員・児童委員との懇談会 

     年１回、民生委員・児童委員と学校職員との懇談会を実施し、各地域における子

どもたちの問題行動への対策を話し合ったり情報交換を行ったりする。 

（５） いじめを受けた児童及び保護者への対応 

① 学級担任や他の教職員、スクールカウンセラー等によって、心情を丁寧に傾聴す 

る。 

② いじめにかかわる事実関係を明らかにするため、聞き取りを丁寧に行う。 

③ いじめの解決に向けて、当該児童の意向を丁寧に聞き取り、望ましい解決方法を 

共に検討する。 

④ 安心して生活できる場や時間などの、学習環境、生活環境を確保する。 



 

⑤ 不安を取り除き、心の安定を確保するために、スクールカウンセラーによる心の 

ケアを行う。 

⑥ 医療機関への受診が必要と判断される場合には、保護者の了承を得て、医療機関 

の受診を勧める。 

（６） 問題解決に向けた取組 

①  いじめを認知したら、特定の教職員で抱え込むことなく、また、教職員個人が

判断することなく、速やかに組織で対応することとする。 

② 校内では、教頭を中心として「いじめ対応ミーティング」を開催する。「いじめ 

対応ミーティング」では、情報の収集、整理と全体像の把握を行い、解決に向け 

た手順と方針を決定する。教頭は「いじめ対応ミーティング」の結果を校長に報 

告し、事案の重要度の判断を仰ぐ。重要度「高」と判断された事案については、 

管理職が市教委学校支援課に電話で連絡すると共に、概要、経過等を所定の記録 

に残す。 

指導後、問題が確かに解決したかを判断するために経過観察を行うことを原則と 

する。 

   ③ いじめの未然防止と早期発見対応・解決を図るために、「いじめ対策委員会」を

設置する。定期的に会合をもつと共に、次のような事態に至った場合に開催する。 

○児童が自殺を企図した場合 

○身体に重大な傷害を負った場合 

○金品等に重大な被害を被った場合 

○精神性の疾患を発症した場合 

○いじめにより、児童が学校を欠席することを余儀なくされていると認める場合 

いじめ対策委員会は、校長を委員長とし、生活指導主任を主任とする。構成委 

員は、下記の通りである。 

＜いじめ対策委員会の構成＞ 

校長、教頭、教務主任、生活指導主任、学年主任、養護教諭、 

当該学級担任（必要に応じて特別支援教育コーディネーターが加わる） 

※外部機関等 

スクールカウンセラー、学校運営協議会委員、ＰＴＡ代表、市教育委員会、児童

相談所、巻警察、区児童福祉係、学校医 

④ いじめの加害児童に対しては、安易な謝罪で終わらせず、相手の心の痛みを理解 

させ今後の生活の仕方を考えさせ、自己決定させる。その行為が決して許されない 

行為であることを十分認識させ、決して繰り返さないよう指導する。 



 

該当児童の保護者には、いじめに係わる事実を丁寧に伝え、その行為の重大さを 

当該児童とともに認識させるとともに、解決に向けた道筋を示すことで、連携して 

本人の不安定要因への対処を行い、その後の児童の様子を見守る。 

⑤ 周囲の児童に対しては、自分たちのこととして問題をとらえ、いじめの傍観者に 

ならず一歩踏み出す勇気をもてるようにする。 

＜付記＞ 

 巻北小申し合わせ事項「いじめの未然防止について」は、本基本方針の確認事項とする。 

 

平成２５年 ７月２９日  策定 

平成２６年 ３月 １日一部改定 

 平成２７年 ８月３０日一部改定 

平成２９年 ８月２１日一部改定 

令和 ７年 ５月３０日一部改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


